
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自分で請求手続きすると、手間と時間がかかります。 
ＪＡ専任の社会保険労務士が煩雑な手続を代行いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、個別に相談を承りますので、あらかじめご希望時間をご予約いただければ

幸いです 

雇用保険と 
併せてもら
えるの？ 

相談には、以下のものがあると便利です。 
① ご本人・配偶者のねんきん定期便 

② みどりの封筒（6２、64、65歳の３か月前に「年金請求書」）が届いた方 

③ ご本人・配偶者の「年金手帳」「基礎年金番号通知書」 

④ ご印鑑  ⑤マイナンバー(通知)カード ⑥ 雇用保険被保険者証 

年金を増や
す方法はあ
るの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

遅らせて受け
取 る と 得 な
の？ 

年金どうし
の調整はど
うなるの？ 

給与との調整
は ど う な る
の？ 

 

開催日時：５月１９日（金） 
１０:００～１６:００ 

会  場：ＪＡひろしま 幸崎支店 
 

 

退職後の医療
保 険 の 選 択
は？ 


